
－1－ 

議 会 運 営 委 員 会 会 議 録 

 

招  集 

令和３年８月１８日（水）午前１０時 議場 

出席委員（８名） 

（委員長）稲 田   清   （副委員長）今 城 雅 子 

安 達 卓 是   岡 田 啓 介   奥 岩 浩 基   門 脇 一 男 

土 光   均   又 野 史 朗 

欠席委員（０名） 

議長及び副議長 

岩﨑議長 前原副議長  

出席した事務局職員 

松下局長 土井次長 森井議事調査担当局長補佐 安東議事調査担当係長  

傍聴者 

 尾沢議員 三鴨議員 森谷議員 矢田貝議員 

 報道関係者０人 一般０人 

協議事件 

１ 米子市議会基本条例の検証について  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

午前１０時００分 開会 

○稲田委員長 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 協議事件１、米子市議会基本条例の検証についてを本日は進めてまいります。 

 始める前に、何点か手順について説明を行いたいと思います。 

 資料１を御覧ください。各会派、委員の皆様から出されたものをこのように評価表とし

てまとめさせていただいております。 

 これより各条文、前文、第１条、第２条の順で１つずつやっていきますが、手順といた

しましては、まずは何かしら陳述いただいている会派のほうから、委員のほうから、何か

補足等があればまずそちらを述べていただき、その後に他の委員からその内容についても

し確認が必要であればその確認をしていただく。それ以降、評価について各委員から、こ

れ順番ございませんので、意見のある委員からおっしゃっていただいて、見解の一致に持

っていければと思っております。一致した内容につきましてはそれで確定ということにし

たいと思いますが、なかなかその一致までに行きそうもない、時間がかかりそうであれば、

ある程度選択肢が分かるような状態にして持ち帰っていただいて、次回の冒頭にその内容

について決していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、資料１の一番最後のページを御覧いただけますでしょうか。評価の段階というの

が右下枠に記載してあって、既にこちらは御覧になっている内容かと思いますが、確認で

お伝えしたいと思います。 

 Ａは達成としており、その右横におおむね８割程度の目的を達成としております。Ｂは
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一部達成ということで５割程度、Ｃは同様に３割以下等々となっておりますので、ここら

辺りの解釈のずれが、各委員の皆様のお考えがあってのこととは重々承知しておりますが、

８割程度、５割程度、３割以下あるいは検証対象外というこれが一つの指標になりますの

で、ここの意識合わせをしておきたいと思いまして冒頭お伝えさせていただきました。 

 資料２につきましては御覧いただいたとおりでございますが、日付とそれから各そこに

予定されているものが載っておりまして、丸がついている日を候補として、これもおおむ

ねなんですけれども、１２月終わり頃ぐらいまでにはある程度まとまったものまでたどり

着いていきたいなと思っておりますので、そこら辺りの日程もある程度意識していただけ

れば非常に助かりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは冒頭の説明は以上といたしまして、早速これより各条文の検証に入っていきた

いと思います。 

 まずは前文でございます。蒼生会それから信風のほうからまず記述が出されております

ので、何か補足等があればこの場で発言をお願いいたします。 

 門脇委員。 

○門脇委員 この前文のところですけど、前文のところに第２章で「市民」という言葉が

出てきますが、ここの我々が言いたいところは、一応ここに「市民」という言葉が出てき

ましたのでここで書かせていただいておりますけど、言いたいところは、第５条の４項で

ここに請願と陳情のところですけど、ここの条文に「市民からの政策について」というと

ころがございまして、ここの項目でこの「市民」というのは、これは米子市民であるとい

うことを確認していただきたいなと思いまして、取りあえずここで書きましたけど、５条

の４項で検討していただけたらいいと思います。以上です。 

○稲田委員長 要は５条４項のところにかかっているので、そこでまた審議をという内容

でございますでしょうか。 

○門脇委員 はい。 

○稲田委員長 信風さんのほうから何かございますでしょうか。 

 安達委員。 

○安達委員 会派でまとめて報告ということですが、いわゆるここの評価が出しづらかっ

たところは正直あります。ほかの会派で出しておられる横バーでよかったのか、コメント

をつけないけんだったのかが今もちょっと不明確なところがありますが、信風はこのよう

に思っていたところです。以上です。 

○稲田委員長 他の委員の皆様から、何か書かれている内容に対しての質問等ありますで

しょうか。 

 土光委員。 

○土光委員 ちょっと議論を進めるとき、前提というか確認したいんですけど、今の資料

は評価表ですよね。以前に評価表ではなくて、整理表というのをいろいろ書いて出したと

思います。整理表というのもあると思います。いろいろ各会派のコメントが入っている、

書きました。これは私が評価表を書くときにちょっとよく分からなかった、迷ったんです

が、以前の整理表で書いてるコメントとダブるところはあえて評価表には書かないことも

あったので、この議論を進めるときに評価表で書いてる各会派のコメントも見ながら進め

ていただきたいというふうに思うんですが、よろしいですか。 
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○稲田委員長 現時点での見解でいいですかね。要は整理表の内容も踏まえて評価表が作

られているという認識ですので、整理表に書かれたことを全部それは反映するつもりはな

いとかそういうことを言うつもりはないんですけれども、そうなると整理表との内容も見

ながらやるということになって非常に煩雑になるものですから、一応評価表はそれも踏ま

えた上で作成されているものですので、少しちょっとその対応は難しいなというのが率直

なところなんですが。ですので、要は最終的には評価表、土光委員によってはその整理表

の内容もあると思いますが、ここで最終的に発言してもらった内容が結果的にはそれが評

価につながっていくと思いますので、それを踏まえてこの場でお手数ですが都度発言いた

だくということで御理解いただきたいですが、いかがでしょうか。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 先ほども言いましたが、評価表を書くときにこれは評価がメインだと思った

のでＡ、Ｂ、Ｃもしくは横棒というか。その理由とかコメントは、整理表に書いたのは要

は重複すると思ってもう整理表に譲るという感じであえて書かなかったこともあります。

私はそういうふうにこの評価表というのを提出するときにそういう形で記入しました。そ

こはだから議論するときにそういうふうに整理表のこともちょっと一応頭に置きながら議

論をするというか、同等に扱えとは言いませんけど、この評価表を書くときにどういう趣

旨で書くのかちょっとよく分からなかったので、私は重なる部分はもう整理表で書いたか

らあえて書かなかった部分もあるので、そういう前提で書いたということで議論を少なく

とも私はしたいのですが、整理表に何もコメントないから何もコメントないというふうに

判断されてもちょっと困るのですが。 

○稲田委員長 分かりました。土光委員、そのように配慮するように心がけます。ここは

心がけますと言い切った上で。ただ、ちょっと私も２つの資料を見ながらやるのは、もし

かしたら私のほうで進行上の行き届かない点があるかもしれませんので、その際は都度発

言等するなり、土光委員のほうでカバーしていただくということで進めさせていただきた

いと思いますのでお願いします。 

 それでは、前文の２つの会派から説明が終わり、それに対する質問もよろしいですか、

ほかの委員から。なければ、これから評価のほうに入っていきたいと思います。 

 では評価なんですけれども、このたびは検証対象外という会派と、それから信風さんが

Ａとつけられていましたが、先ほど安達委員のほうから場合によっては検証対象外でもい

いという旨の発言があったように感じておりましたが、安達委員、それでよろしいですか。 

○安達委員 よろしいです。 

○稲田委員長 そういたしますと、前文に関しましては検証対象外、記号で言えば横棒と

いうことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では評価内容も特にないかと思いますので、検証対象外ということで取り

まとめさせていただきます。 

 では、続きまして第１条でございます。 

 では、同様に今度は信風、安達委員からお願いいたします。 

 安達委員。 

○安達委員 ここも前文のところと同様な理解でもって評価を下したところですが、ここ



－4－ 

も横バーでもよかったのか、ここにコメントを上げるべきなのか少し迷いましたが、やは

りコメントを上げさせてもらったのがこのような表記であります。以上です。 

○稲田委員長 分かりました。 

 あとすみません、一院クラブ、遠藤議員から出されている内容も、記述の内容を皆様で

お読みいただいて参考に、どこまで参考にされるかは各委員の御判断にお任せするという

ことで進めていきますので、発言に関しては当然ながら議会運営委員会の委員の皆様の中

で取り進めていきますので、よろしくお願いいたします。 

 そういたしますと、安達委員から出されている内容について、どなたか質問があります

でしょうか。 

 ないですね。 

 これもそういたしますと安達委員、もしよろしければ前段同様検証対象外っていう扱い

でもよろしいでしょうか。 

○安達委員 はい。 

○稲田委員長 では、第１条も検証対象外、横棒ということで進めさせていただきます。 

 それでは第２条です。こちらもまた、ではすみません、蒼生会から説明がもしあれば、

なければなしで結構ですのでお願いいたします。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 Ａ、Ｂ、Ｃ評価ということで機械的にはめさせていただきまして、おおむね

８割程度達成しているだろうということでＡにさせていただいております。 

 ただ、議会傍聴の機会の制限がありましたので、そこについては触れさせていただいて

おります。以上です。 

○稲田委員長 続きまして、土光委員ございますでしょうか。 

 土光委員。 

○土光委員 これはコメントに書いているとおりで、その活動原則の特に（３）番、議員

間の議論を尽くすよう努めることというのはなかなか達成されていないというふうに私は

思っています。 

○稲田委員長 では信風、安達委員。 

○安達委員 このとおりでございます。補足もありません。 

○稲田委員長 共産党、又野委員。 

○又野委員 一応ここに書いてあるのが達成されてない部分だと思いまして、あと進めら

れている、どんどんどんどん情報を公開するという部分も少しずつは進んできているとは

思いますので、Ｂで評価をしてみました。 

○稲田委員長 政英会、岡田委員。 

○岡田委員 書いてあるとおりで、一定の成果は出してると思いますが、当然ですけども

さらなる努力、先ほどの土光委員も言われましたけど、議員間討議等も含めてさらなる努

力の必要性はあるなと思いますけれども、評価としては一応８０％以上達成してればＡと

いうことですので、評価はＡとさせていただきました。 

○稲田委員長 では、今度はそれぞれの委員の中で今ここに書かれている内容、発言のあ

った内容について質問があればお願いいたします。 

 こちらは特にないですね。 
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 では、なしということで評価に入りますが、これＡ、Ｂ、Ｃと割れておりまして、これ

をまとめるというのはなかなか意見の一致をどうやって見るかなとは思っておりますが。

どなたでもよろしいんですが。ちょっとやり取りさせていただきたいと思いますけど、土

光委員、Ｃとされておられまして、議員間討議以外のところはここに触れられてないもの

ですから、全体を見るとここのみということでいいですね。要はＣですと第２条の内容が

３割以下だということになりますもので、一つができてないからもうそれはＣだというこ

とで御意見であればそこがなかなか動きづらいかなとは思いますが、どうでしょうか。 

 土光委員。 

○土光委員 Ｃというのは３割以下ということで、まずその議員間討議がちゃんとできて

ないというのは、私はそれは事実だと思っています。それをＡ、Ｂ、Ｃどう評価するかと

いうことに関して何割というふうになかなか数字化ができないので、ここの条文では４つ

あって、議員間討議を言ってるのは４つのうち１つ。だから単純に４つのうち１個はでき

てないから７５％はできてるみたいに、なかなかちょっとそういうふうにも言い切れない

のでちょっと難しいのです。私としては１番、２番はそれなりにできていると思いますが、

４番はちょっとなかなかちゃんとはできていないかなという感触なので、それをＢにする

かＣにするかは迷うところです。ただ、議員間討議ができてないというのをきちっと自己

評価すべきということで、Ｃにしてもいいんではないかと思ったからＣにしました。 

○稲田委員長 今城委員。 

○今城委員 私は土光委員さんとはちょっと違う意見で、会派としてはＡという評価をさ

せていただいたんですけれども、全体としておおむねできているというふうに会派として

判断をしたというところです。 

 さらに、先ほど土光委員さんがおっしゃっている議員間討議ができていないというふう

に限定をされているんですけれども、我々はきちっと議員間の討議はできているというふ

うに、議論はきちっとしていると思っています。ただし、議論が折り合わないというもの

が必ず出てきますね。ＡなのかＢなのかとか是なのか非なのかという必ずそういう場面は

出てきていて、その場面でそれぞれの意見が折り合わないからといって、それを何十時間

議論したとしても折り合わないものは折り合わないわけだから、それを何十時間もやって

ないから議論ができていないとか、折り合わないからやっていないというような考え方で

あるとすれば、そうじゃないかもしれませんが、そういう場面が幾つかあったということ

は議会としても感じているところですが、これはそれぞれの考え方やそれぞれの議論を尽

くした上で、それを出した上で折り合わないものに関してそれを議論していないというわ

けではないと思うし、折り合わないということがあるという状況をどういうふうに判断す

るかかなというふうに私は思っていて、そういう意味で、そういうものを全部含めて議員

間の討議という、また我々それぞれの委員の、また議員の考え方を述べる機会というのを

きちんとあった上でそれは行われているというふうに会派では思っていますので、そのよ

うな意味でＡ判定というふうにしたところです。ということもあるのでコメントもつけず

にＡということにさせていただきましたので、その内容で私はいいのではないかなという

ふうに考えています。以上です。 

○稲田委員長 岡田委員、お願いします。 

○岡田委員 Ｃ判定ということになりますと、この評価の段階でいくと３割以下というこ
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とになりますので、うちの会派としても全体としては８割ぐらい達成をできたのじゃない

かなというふうに思っております。 

 ただ、各項目の中で先ほどから出てますように議員間討議、その議員間討議というのを

例えば本会議なり各委員会の中で議員同士での討議がどの程度、これは調べれば分かると

思うんですけど、あったから議員間討議ができたのかできてなかったのかということを具

体的に例えば時間を出して評価をしていくのか、ただ、当然ですけど意見が合う合わない

は別にして、議員の中でも議論するというのは当然民主主義の大原則ですから、意見が合

う合わないということを置いても当然しなきゃいけないことだと思うので、そこに対する

評価がいろいろ分かれていくんだろうと思うんですけれど、私は全体としてはできていた

んじゃないかなと。 

 ただ、先ほどから御指摘があるように、もっと議員間の討議できる部分もあるのかなと

いう気もいたしますので、そこは附則としてつけるにしても、全体としてはＡ評価という

ことでいいんではないかというのがうちの会派の考え方です。 

○稲田委員長 ありがとうございます。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 先ほども申し上げましたとおり、うちの会派ではＡ、Ｂ、Ｃ評価で８割、５

割、３割基準で機械的にといいますか、検証させていただきました。各委員さん今おっし

ゃっておられるんですけど、それぞれ受け止め方といいますか評価の仕方、一つできたん

でできたって思われる方と、もっとあったほうがいいんじゃないかって思われる方とある

ので評価が分かれていると思うんですけど、我々の会派は先ほど申し上げましたとおり、

この２条につきましては条文が４つありまして、おおむね８割以上は達成できているだろ

うということでＡ評価とさせていただいております。Ｂの評価をされたところとＣの評価

をされたところがありますので、そこはそこの方の御意見も伺っているんですが、我々と

しては繰り返しになりますが８割以上できていると考えてＡにさせていただいております。 

○稲田委員長 そういたしますと、この件に関しては、では一様に聞かせていただきたい

と、又野委員、安達委員にもそれぞれちょっと意見いただいてよろしいでしょうか。 

 では、安達委員、お願いします。 

○安達委員 補足的なところになるのかちょっと不安でありますけれども、やはり意見的

には折り合わない。さっき今城委員も言われたところもありますが、今まで見ておって議

会の中で折り合わないという表現が当てはまるような場面もなきにしもあらずだったんで

すが、そこはやはり意見が出てきたという討議、討論はあったようには思っていますので、

それをくくって全て見れば８割はできていたんじゃないかという評価をしたところのＡと

いう会派の評価でというふうに理解をしてもらえばと思いますが、よろしくお願いします。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 議員間討議については、確かにそれぞれ受け止め方が議員さんによって違う

のはしようがない部分だと思いますけれども、やはり賛成反対とかで意見が分かれた場合

も私の感じとしてはやはりもうちょっと深めたほうがいいんじゃないかなという場面が幾

つか見受けられましたので、やはり評価が私の会派としてはＢにしています。最終的にど

う評価されるのかというのは全体で決めなきゃいけないんですけれども、どの評価になっ

たとしても、議員間討議についての記述というのはちょっと残していただければと思って
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おります。 

○稲田委員長 今、一通り発言が終わったということで理解させてください。 

 今、又野委員から記述がとありましたので、ちょっと私のほうから補足的なことを言わ

せてください。 

 前回を例にいたしますと、前回の結果報告書なんですけれども、これは委員の皆さん、

以前お配りしているものでございますが、各条文ごとにＡ、Ｂ、Ｃ、対象外として、あと

評価内容として要はコメントをそれぞれ載せております。そこのコメント内容は正副委員

長を中心にそれは今後盛り込む内容を決めていきたいとは思っているんですけども、又野

委員おっしゃったように、どっかで記述がということであれば、そこにはこの今まさにこ

の討議の内容、議論してる内容を短くではありますが要点めいたことを都度都度記述をし

ていく内容にしていきます、これは。ですので、Ａって書いてあるんだけれども、この辺

りはまだ未達である、あるいは次の努力目標であるとか、Ｂだけれどもどうこうだってい

うその文言で多少の意見を言うことによってより分かりやすくするというつくりになって

おりますので、今回もそれは踏襲させていただこうと思っております。 

 したがいまして、そのＡ、Ｂ、Ｃ、対象外というのは、もうこれはデジタル的なもので

ございますので、どっかでやっぱり決めていかなきゃいけない。ここはぜひとも皆さんの

御理解をいただきながら進めていきたい。 

 加えて、評価内容のコメントについてはある程度幅があるものと思ってますので、それ

は正副に預けていただいて、こういう議論があったということを的確な内容を残していき

たいと思っています。補足でございました。 

 改めてとなりますが、今Ａ、Ｂ、Ｃと恐らく３つに割れているという状態でございまし

て、仮にこの状態で持ち帰ったとしても、またＡ、Ｂ、Ｃ３つどれにするかということに

なりかねないと思います。一つは、その評価内容の文言のほうである程度は補足はできる

体制でいきたいとは思いますが、どうでしょうか、数で言えばＡの方が多かったというこ

とになります。意見としては、議員間討議についてまだまだ課題があるという意見が多か

ったように思います。これを合わせますと評価のほうはＡまたはＢで、ただその評価内容

については、その議員間討議についてもう少しやっていくべき内容があるのではないかと

いうようなことが考えられるなと今私のほうで思っておりますが、どうでしょう、この辺

りで一度お持ち帰りいただいて、次回もう一度確認の作業をしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 土光委員。 

○土光委員 まず私が言ってる議員間討議というのは、折り合わないこと、そういうこと

を言ってるのではなくて、実際陳情とか議案とかの議論のときに、陳情だったら陳情者か

ら、来る場合はね、それから議案とか当局が説明して、議員が当局にいろいろ質問をする、

意見を言う。それを聞いて、それぞれ各議員が自分の考え方、意見を言う。それはできて

ると思います。私が言ってる、そこで当然議員によって考え方違う、賛否が異なるという

のは当然あるでしょう。議員間討議というのは、その後のことだと思うんです。例えば自

分と意見が違う場合、なぜそう思っているのですかという議員同士で質疑のやり取りをす

る。そういった場が私はあまりないというふうに思います。それを議員間討議、そういう

場がないという、なかなかそういう場がないのではないかと思うということで、議員間討
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議がなされてないということを言っています。通常はそれぞれ各議員が意見言って、あと

はもう採決で数で議会の意思が決まるという流れなので、もう少し議員間のお互いのなぜ

そう思うかといった質疑を含めたやり取りをもっとすべきではないか。それがないのでは

ないかという意味で言っています。 

 評価の問題ですが、ＡにするかＢにするかはもう単純に数ではなかなか、割合では評価

し切れないということがあります。私の認識はとにかく議員間討議がちゃんとできてない

という認識なので、私としてはＡ評価はないのではないかというふうに思っています。Ｃ

と書いたんですけど、それがＢになるというのはそれは私の意見としてはＢになってもそ

れは構わないと思っています。 

○稲田委員長 岡田委員。 

○岡田委員 先ほどから出ている議員間討議ということなんですけど、当然各議会なり委

員会での議員間討議ということもありますし、会派の中で議員同士が議論することも議員

間討議でもありますし、その公式の場じゃなくても会派を超えた議員同士が議論すること

が議員間討議ということにも当然なって、そこで当然切磋琢磨していくということになる

と思いますので、議員討議ということの捉え方がいわゆる公の場、委員会なり議場の場だ

けでの議員討議ということだけにとらわれることなく、常日頃から議員同士が議論してい

くということも当然必要だろうというふうに思ってますので、そこを踏まえての議員間討

議というふうに私は捉えておりますので、そこで評価をしていきたいなというふうに思っ

ております。 

 ただ、いろんな考え方もありますし、当然いわゆるオフィシャルの場、全員協議会なり

委員会なり議場での議員間討議というものがもっと行われるべきだという考え方も十分理

解できますし、その辺も踏まえて会派のほうに帰ってもう一度評価については判断をした

いというふうに思います。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 ここでいう議員討議というのは、先ほど岡田委員がオフィシャルの場でない

ところもいろいろ、それもやってる。そういうところも考慮というふうに言われたのです

が、これは議会基本条例の検証ですよね。（３）の文言です。これはちゃんと書いてます。

本会議及び委員会においての話です。そこで議員間討議を尽くすよう努めることというふ

うに本会議、委員会でのことを言ってます。そこでなかなか私は議員間討議がなされてい

ない。そういうふうに思ってるので、別にそれ以外のところで云々というのはもともと条

文にもそういう趣旨で書かれていませんけど、本会議及び委員会での話の議員間討議を私

は言っています。そこは念を押しておきます。 

○稲田委員長 岡田委員。 

○岡田委員 当然、本会議、委員会でということにはなるんですけれども、そこで議論を

する前段として、当然その会派の中での議論等が深まった上で、本会議なり委員会での議

員間討議の質を上げていくということも必要であろうというふうに思っておりますんで、

この条文には本会議及び委員会においてというふうに書いてありますけれども、当然です

けれども、常日頃からの議員間討議なくして本会議及び委員会においての質の高い議員間

討議というのはないだろうというふうに思っておりますので、そこも一定の考慮をして考

えていくべきだろうというふうに私は考えましたので、条文は条文で先ほど土光委員が言
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われたように、本会議及び委員会ということに規定はされてるということは私も認識はし

ております。 

○稲田委員長 では、もう一度この条文の取扱いのまとめを言わせてください。 

 まず、評価としてはＡまたはＢのどちらかでお持ち帰りいただくということです。評価

内容につきましては、コメントにつきましては正副委員長のほうでどのようなものがいず

れにしても記載すべきかというのをまたこちらで考えさせてください。 

 では、次に移ります。第３条でございます。ではすみません、順番の記載どおりとさせ

てください。 

 蒼生会のほうから、もしあればで結構ですので説明等あればお願いいたします。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 ３条のほうですけど、記載させていただきましたとおりです。こちらも機械

的に埋めさせていただきまして、Ｂ評価とさせていただきました。理由については、記述

させていただきましたとおりです。 

○稲田委員長 続きまして土光委員。 

○土光委員 基本的には、この条文も（１）に議員間の自由な討議を重んじることとある

ので、その辺のことに関してなかなかそれは実現していないのではないかということで書

きました。 

 先ほどとちょっとかぶるのですが、Ｃ評価にしましたけどＢで駄目とまでは思っていま

せん、基準がちょっとはっきりしないので。 

 それから、もう一つ言うと、少なくともここの条文の３の（１）、これは先ほどのように

本会議及び委員会においてというふうには書いていないので、いわゆるオフィシャルな場

でないところでもいろいろ、それは含めて評価をしてもいいかなというふうには思います。 

○稲田委員長 続きまして信風、安達委員。 

○安達委員 補足はあえてないですけれども、ふだんの議場以外のところでも会派で議論

をしているところがありますので、Ａ評価というところに上げております。以上です。 

○稲田委員長 次、又野委員お願いします。 

○又野委員 ここに書いてありますけれども、討議の中の一つである討論というのがある

と思うんですけども、それが制限されるということが起きたと。そういうことが実際にあ

りましたので、もうそういうことが二度とないようにするためにもここではっきりと残し

ておく必要があると思ってＢ評価というふうにさせていただきました。以上です。 

○稲田委員長 次、岡田委員。 

○岡田委員 先ほどの少し私と意見がちょっと矛盾してるようなことになってるんです

けども、これは先ほどの分は４つの項目で議会の活動原則ということで、こっちの場合は

議員の活動原則という各議員に関してということで、ここに書いてありますように、議員

間の討議は十分とは言えないというのは最終的に会派の中では出ておりまして、先ほどは

全体としてはＡ評価という話をしたんですけれど、ここにあります議員の討議、ふだんか

らの政策等に関する議員間、これは公の場だけじゃなくて日頃からの研さんということ、

これは少し厳しめにして、日頃の研さんをもっと議員はすべきじゃないかという意見が会

派の中で出まして、評定としてはＢにさせていただいたというところでございます。お願

いいたします。 
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○稲田委員長 では、今度はお互い同士と申しますか、各委員間で記載されている、ある

発言内容について質問等があればお願いいたします。 

 土光委員。 

○土光委員 信風というか安達さんにちょっと確認というかお聞きしたいのですが、Ａ評

価で議員自らの資質を高め云々の活動をしているというふうに断定的に書いてますよね。

例えば、議員自らの資質を高める活動をしているというのは何を指しているんですか。逆

に市民から何してるんだと聞かれたら、どうお答えになりますか。 

○稲田委員長 安達委員。 

○安達委員 会派でそのような一人一人の行動をどう市民から評価されていますかって

いう議論までは深めておりませんが、全体を通して１年間、１年以上もありますけれども、

議会活動の中で市民からの要望なりを行動に起こしたり、それを会派で討議したり、また

それをもって委員会で発言したりということはあったというふうに評価したものです。以

上です。 

○稲田委員長 よろしいでしょうか。 

 委員の中ではもうよろしいですね。 

 そういたしますと、評価にまた移ってまいりたいと思います。これもＡ、Ｂ、Ｃ割れて

おります。土光委員から、先ほどＣではなくＢも許容範囲の旨が発言があったかと記憶は

しておりますが、Ａ、Ｂ、Ｃについていかがいたしましょうか。 

 土光委員。 

○土光委員 ここはＢで一致……。Ｂでというのは岡田さんとも意見が重なりますので、

Ｂで一致できるような気が私はするのですが。 

○稲田委員長 Ａをつけられている公明党さん、一応Ｂに至った理由も会派の中では違い

がありますから、土光委員と岡田委員のお二人だけでというわけにもいかないのは分かっ

てはおりますけれども、そういたしますとどうでしょう、ＡまたはＢで持ち帰っていただ

くということで、一つは議員間討議ということが評価の文言には入るかなというところで、

コメントのほうは正副のほうで考えさせていただく。ちょうど一つ前と何か似たようなこ

とになろうかとは思いますが、それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、ＡまたはＢで持ち帰りということでお願いいたします。 

 次、４条第１項でございます。 

 では、同じような手順でいきますのでお願いします。 

 信風、安達委員お願いします。 

○安達委員 この文言で書き上げておりますけれども、補足するところもございませんと

いうふうに理解してもらえばと思います。 

○稲田委員長 では、安達委員に対する質問等ございますでしょうか。 

 ないですね。 

 そういたしますと評価に入ってまいりますが、Ａをつけられている会派と対象外にして

おられる会派があるものですから、もし対象外にしておられる会派がＡのほうに寄ってい

ただくか、あるいはＡのほうの会派の皆様が対象外に寄っていただくかなんですが、ちょ

っと私のほうもこれ折衷的なことが難しゅうございまして、どなたか意見を言っていただ
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ければ助かります。 

 土光委員。 

○土光委員 今の委員長の問題提起に対する意見ではないのですが、ちょっとお聞きした

い、確認したいことがあって、一院クラブの遠藤さんがコメントしていますよね。この中

で４行目からかな、「会派（党派）の拘束によって、議員個々のポリシーが発揮されていな

い」というふうに指摘をされています、遠藤さんは。これに関して、ちょっと私は会派と

してはここは評価外というふうな形で言ってるのですが、この意見に関してどういうふう

にこれを受け止めるかというのは、ちょっとほかの方の御意見もお聞きしたいなという気

がするのですが、評価を確定する前に。 

○稲田委員長 今、土光委員から投げかけがございました。一院クラブ、遠藤議員が記載

されている内容にどのような感想というか意見お持ちなのか他の委員の方の意見を聞いて

みたいということでしたが、どなたかございますでしょうか。 

 今城委員。 

○今城委員 私どもは、党派も会派も同じという形で議会の中で活動しております。全員

が公明党の党員でもございますし、そういう中で会派、党派の拘束があたかもあるという

ようなお書きようなんですけれども、様々なそれぞれの考え、４人なら４人の考えは確か

にありますし、しかしながら様々な考えも議員とか４人の会派の中でしっかりと討議をし

た中で、きちんとした形で最終的な考え方というのを出しているところです。決して党派

や会派の拘束があって様々な考え方を持っていってるわけではないですので、そのように

一院クラブさんから見えるということがもしあったとしても、それは違いますということ

をはっきりと申し上げたいというふうに思っていますし、決して会派、党派の保身術化と

いうようなことをしているわけでもありませんし、自分たちが自分たちの考える市民のた

めにあるべき姿、またあるべき政策についてどうなのかということをきちんと議論をした

上で皆の意見を統一させていっているというか、一つまとめて会派として持っているとい

う考え方になっています。以上です。 

○稲田委員長 安達委員。 

○安達委員 しっかり読み取らないけんですけれども、一院クラブさんの意見を見るとこ

ろの感ずるところですが、その「拘束」とか「保身術」という表記がありますけれども、

まず拘束は会派では議案やいわゆる請願、陳情の中で陳情ですね、特に、意見が分かれる

ところは拘束を外すこともありますので、過去にありましたし、これからもあると思って

いますので、そこは拘束という捉えをされるのは他者から見るとそう思われるのかなとい

うところはありますけれども、かなり議論をし尽くしているつもりでいます。 

 それと、保身という言葉がなかなか会派の中で受け止めが厳しいですけれども、会派が

成り立つところは、一つの意見または考え方がまとまり切っているところで一つのグルー

プをなしているというふうに取っていますので、それを保身という言葉で理解されると、

ちょっと我々の行動とは違うというふうに言いたいと思います。 

○稲田委員長 門脇委員。 

○門脇委員 一院クラブさんのこの御意見ですけど、一院クラブさんの御意見として承っ

ておきたいとは思いますが、考え方としては今城委員、それから安達委員の言われたこと

と私どもも全く同じだと考えております。 
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○稲田委員長 ほかございますか。 

 土光委員、よろしいでしょうか。 

○土光委員 はい。 

○稲田委員長 ではまた戻りまして評価についてなんですが、対象外かＡとするかなんで

すけれども。 

 土光委員。 

○土光委員 私は、ここは対象外でいいというふうに思っています。それは一つ理由は、

この条文で会派を結成することができる、これはできる規定ですよね。こうしろとかこう

しないとかできる規定なので、会派が必要だと思う人は会派をつくるし、必要でないと思

うのはそれぞれ議員の考え方でやるので、それぞれでやっているできる規定なので、あえ

て評価をしなくてもいいかなというふうに思います。 

○稲田委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 先ほど土光委員も言っておられたんですけど、こちらできる規定ということ

で、これにのっとって会派が結成されるところは結成されてますし、そうでない方は別の

対応を取られるということで、特にこれを評価するというよりはこういうのがありますよ

っていうので、評価対象外でよいのではないかなと考えております。 

○稲田委員長 岡田委員。 

○岡田委員 できる規定ではありますけれども、例えばその会派、３人以上いないと代表

質問ができない等のルールがありますので、当然ですけど今現在、議会運営におけるその

会派というものはできるということでやってるんですけれども、現実的にはその会派を結

成をしてある程度議会が運営されてるということであれば、やはり一定の評価をしていく

必要はあるんだろうなというふうに思っています。そこを評価しないということになって

くると、今、会派ということで会派を結成してるから例えば代表質問ができるとかいうよ

うなことがあるわけですから、やはりそれいい悪いというところは一定の評価をすべきだ

ろうというふうに思います。 

○稲田委員長 意見としてはそれぞれもう出尽くしたまでは分かりませんけど、ほぼ出切

っているのではないかと思いまして、そうするとＡまたは対象外で持ち帰りということで

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、Ａまたは対象外で持ち帰りということにさせてください。 

 評価内容については、ちょっと今まだ全く要は評価するしないで分かれてますので、評

価内容の文言についてはちょっとこちらは御容赦ください。ちょっと今書きようがないと

いうふうに私の印象でございますので、お許しください。 

 続きまして、４条第２項でございます。 

 こちらも安達委員、何か補足等あればお願いします。 

 安達委員。 

○安達委員 発言を許されてますけれども、補足とかほかの意見があえてというのもござ

いません。このままの記述の評価です。以上です。 

○稲田委員長 では、安達委員に対する質問ありますでしょうか。 

 なしですね。 



－13－ 

 そういたしますと、これ評価。またこれも対象外と評価してＡというのになっておりま

して、前段と同じような向きですかね。今ここで議論したほうがよけりゃもちろんいたし

ますし、同じようだということで想定されるならばＡまたは対象外で持ち帰っていただく

ということになりますが、持ち帰りでよろしいですか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、Ａまたは対象外で持ち帰りとさせてください。 

 では、次に移ります。５条第１項でございます。 

 では、こちらも蒼生会からお願いいたします。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 先ほどから機械的に御説明させていただいておりますが、記載のとおりで特

に補足はございません。 

○稲田委員長 続きまして土光委員。 

○土光委員 ５の１ですよね。 

○稲田委員長 時間置きましょうか。 

○土光委員 いいです。 

 Ｂ評価で、理由は書いているとおり、委員会の公開が私はまだ不十分だと思うので、不

十分の理由は動画配信が委員会まだ実現していない、それが理由です。 

○稲田委員長 安達委員お願いします。 

○安達委員 補足はありません。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 書いてあるとおりなんですけれども、インターネット中継を進めていくとい

う話があるんですけれども、なかなか進んでいないのでＢ評価とさせていただきました。

以上です。 

○稲田委員長 岡田委員。 

○岡田委員 うちのほうは現在でもある程度情報発信できているんだろうなという意見

ではあったんですけども、これだけ情報化、様々な情報発信技術が発達している中ですの

で、さらなる余地もあるだろうということであえてＢをつけさせていただきました。 

○稲田委員長 では、あとは他の委員に対して質問等あればお願いいたします。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 そういたしますと、では評価について意見おありの方、どなたからでも結

構ですのでお願いいたします。 

 土光委員。 

○土光委員 Ｂ評価で、やはり委員会の動画配信というのは議会でも陳情でやっていこう

というそういったことでまとまっているので、それをちゃんとやっていきますよというこ

とを示すためにもＡではなくてＢ評価。理由は、これからちゃんと動画配信やっていくと

いうそういったことを記述をした上でＢ評価にしたらどうでしょうか。 

○稲田委員長 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 こちら条文についての検証ということで、この中につきましておおむね８割

以上達成できているだろうということでＡ評価とさせていただいております。以上です。 
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○稲田委員長 今、Ａを求める意見とＢを求める意見がありました。Ｂのほうについては、

委員会のインターネット中継の在り方についてというのが根拠となっている旨の説明がご

ざいました。 

 土光委員。 

○土光委員 今、おおむねその情報公開というか情報発信に関しておおむね達成という言

い方をされたのですが、委員会に関して言えば市民が委員会でどういう議論をされている

かという知る方法は、今のところ傍聴に来るしかないです。議事録が出ますけど、二、三

か月後になります。その間、委員会で何を話してるかは傍聴に来ないと分からないです。

資料も分からないです。だからやはりそこはおおむね達成というふうに私は言えないので

はないかと思います。 

○稲田委員長 今城委員。 

○今城委員 私は、会派としてもＡ判定をしています。今、インターネット中継の件だけ

に話が、ちょっと不十分ではないかという意見としてはそこに行き着いているのかなとい

うふうに思っていますが、これまでの議論の中でしないというふうな話をしているわけで

はなく、できる状況、または今はこのコロナ禍であるということを踏まえて、やれる体制

になっていないということを踏まえての今現状になっていて、それについてはこの委員会

になってからも委員長に預からせてください、前委員会からも引き続きで預からせてくだ

さいという話になっていると思います。これについて、我々は預かっていただいている状

態であるということを踏まえた上で、条文であるところの市民に対する説明責任を果たし

ているか、果たさなければならないということをやっているかやっていないかということ

だという意味での評価だと思っていますので、Ａというふうに会派としては行いました。 

 先ほど来委員長もお話しくださっていますが、評価についてのどのような内容なのかと

いうことについての前回もそうでしたが、コメントをつけるという意味での検証結果報告

書の中にはやはり皆さんが陳情も含めてやっていこうねという方向になっているというも

のが現実今ちょっと中断している、議論も含めて中断している状態なんだということを検

証結果の報告書のコメントとして入れていくのではいけないのかなと。そういうふうな現

状であるということを踏まえて、しかしながら評価としてはＡであるということを私たち

は考えているということでＡでいいのではないかなというふうに考えています。以上です。 

○稲田委員長 ほか御意見ございますか。 

 土光委員。 

○土光委員 今の状況、動画配信とかに関して、状況は今、今城さんが言われてたそれは

言うとおり、そういう状況だと思います。そういう方向に向かっている。でも、今の時点

ではそれがまだ実現はしていない状況。これ検証は今の時点の検証をするのだから、幾ら

それに向かっているか、注力しているかということを姿勢があったとしても現時点ではそ

れができていないので、やはりそれはそういう状況だとするとＡ評価は私は駄目だと思い

ます。Ｂ評価にすべきだと思います。 

○稲田委員長 安達委員。 

○安達委員 いや、その評価は会派で考えられることであって、この場の議論の中ですべ

きというところにはまだまだ議論しなきゃいけないんじゃないかなと思います。 

 我々はＡという会派で評価をしてきましたが、到達点という部分では行くべきところは
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まだあるので、おおむねという評価でＡにしたところですので、ここが到達点だというふ

うには取っておりませんので、繰り返しになりますがＡ評価です。 

○稲田委員長 門脇委員。 

○門脇委員 私どももＡ評価でしておりますけど、この実績が平成３０年７月１日以降っ

てここに載っておりますけど、様々なことをやってきた上でのやっていけばいろいろ課題

も出てまいりますけども、おおむね達成しているのではないかというところでＡ評価にし

ております。 

 それぞれの各項目、やはり今後の課題というものは出てまいりますけども、それはそれ

として、これまでこの期の間でやってきたことに対して評価をしていくべきで、また後で

評価内容の中では今後の課題等も出てくるかもしれませんけれども、それはそれとしてＡ

評価でいきたいなと思っております。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 確かにこれまでできている部分、進めている部分もあると思いますけれども、

条文の中では積極的に発信するというふうに書いてあります。その積極的にということを

私としては評価した場合やはりまだ不十分な点があるというふうに考えましたので、Ｂと

評価させていただきました。それは委員会での動画配信、インターネット中継なんですけ

れども、これがやっぱりなかなか進んでないというのが積極的でないのかなと考えまして、

ここはＡではなくてＢでいきたいと思います。以上です。 

○稲田委員長 今、評価について、あと岡田委員、もしコメントをいただけたら、多分全

員が今言われたのかな。なければないであれなんですけど。 

 岡田委員。 

○岡田委員 私は、ここにも書いてありますとおり、さらなる情報発信に努めるべきとい

うことで、これまでの実績の当然評価ということになりますんで、さらなる努めるべきと

いうことでＢというのは少しおかしいじゃないかというような意見もありそうな気もする

んですけれども、到達点として求めるべきというか、さっきから出てます、委員会のイン

ターネット中継に関しても、委員会もこのコロナ禍ということで本会議場でやってますけ

れども、実際に委員会室のほうに戻ったときに、そこでのインターネット中継をやるとい

うことにするのかどうかというようなことも含めて、現在そこに関しては一応議論を少し

止めて、ただ将来的にはやろうということの方向性は出してますので、先ほどから話を聞

いてますと現実の到達点、やるべきこと、やれるべきことの到達点ということで言えばＡ

という評価もできるのかなという気もしますし、ただやっぱり情報公開ということが強く

市民の皆様から求められているという今のこの現実を鑑みて、この現状をＡというふうに

評価するのがまたいいのかというようなところもちょっと葛藤がありまして、今まで意見

を聞いておりましてできればちょっと会派のほうに持ち帰ってもう一回その辺り議論をさ

せてもらって、この場で全体として議論させていただけたらなというふうに考えました。 

○稲田委員長 では、現時点で一様に皆様から評価についての意見をいただいた状態と思

っております。明らかにと申しますか、ＡまたはＢで持ち帰りいただくということにさせ

ていただき、どの項目に、文言に力点を置くかというのはもうそれは委員の皆様、あるい

は持ち帰られたら会派の皆様のそれぞれのお考えになろうかと思います。一つの委員会の

インターネット中継に関するもので、それをどこまでどのような形で考えるのかというの
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もあえてここで私が言うべきではなく、あとそれも持ち帰っていただいたときの材料にし

て次回また意見を伺っていきたいと思いますので、ＡまたはＢで持ち帰っていただくと。 

 コメントについても、ちょっとインターネット中継が又野委員あるいはほかの委員も言

われた積極的にという部分をどう解釈するかというのも、なかなか難しい面があるなとい

うのは率直なところです。ですので、ちょっとコメントのほうもなかなかつくりづらい点

が今ありますので、これは単純にＡまたはＢでまずはお考えいただいて持ち帰りいただく

ということでお願いしたいと思います。 

 では、次に移ります。第５条の２項でございます。 

 では、こちらも蒼生会から意見があればですがお願いいたします。なければなしで結構

です。 

〔「なしです」と声あり〕 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 補足意見ですね、じゃなくて。 

○稲田委員長 ちょっと落ち着かせてください。すみませんでした。 

 ５条２項の蒼生会の意見は記述のとおりですので意見なしということで、土光委員は評

価表はすみません空欄ですけども、整理表のほうにあるということですね。 

○土光委員 はい、それをちょっと述べます。 

○稲田委員長 ちょっと整理表を見る時間をください。 

 お願いいたします。土光委員。 

○土光委員 これＢと書いて、コメントは整理表にあるからということでしょ。 

○稲田委員長 もしよければ土光委員のほうから読み上げていただいていいですか。 

○土光委員 読みます。コメントこう書いています。Ｂの理由として、もっと様々な広報

をすべきと考える。それから、もう一つは全員協議会の議事録もホームページで公開すべ

きであるというところでＢ評価というふうにしました。 

○稲田委員長 もっと様々な広報をすべきであると考える。全員協議会の議事録もホーム

ページで公開すべきであるという理由を基にＢということですね。 

 続きましては安達委員。 

○安達委員 ありません。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 最初の評価のときには何も共産党の市議団としては書いてなかったんです

けれども、先ほど土光委員が言われたよなご・未来さんの分の整理表を見て確かにそうだ

と思いまして、全員協議会についても会議録、議事録公開していただきたいということで

Ｂ評価とさせていただきました。以上です。 

○稲田委員長 では一応意見としては以上で、次は他の委員に対する質問等ございますで

しょうか。 

 今城委員。 

○今城委員 今、土光委員さんとそれから又野委員さんから全員協議会のというお話をし

ていただいたところなんですけれども、私の認識からいうと全員協議会は議会として正式

な会議としてなっていないものだと認識しておりまして、この正式でない会議のものを議

会のものとしてホームページ上で公開するということが果たして規則上妥当なのかどうな
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のかということについてのお考えとか、当局にお聞きするほうが正しいのか分からないん

ですが、その辺の認識っていうのをちょっと一つお聞かせいただければと思っています。

以上です。 

○稲田委員長 松下局長。 

○松下事務局長 全員協議会につきましては、今城委員おっしゃいますとおり法令に基づ

かない協議会でございます。それで本市の取扱いですけれども、全員協議会の会議録につ

いては作成をしております。ただ、ホームページ上にはアップをしておりませんけれども、

例えば会議録を閲覧したいですとか写しが欲しいという場合には、情報公開請求に準じた

形で対応をしているというところでございます。 

 今城委員おっしゃいますとおり、ホームページ上にアップしてないというのはその正式

な会ではないということが理由じゃないかというふうに、そういうふうな認識でおります。 

○稲田委員長 今城委員。 

○今城委員 ということですので、今確認をさせていたただいたとおりですので、今回の

評価という部分でいうと全ての会議を原則公開とするというその会議の中に全員協議会は

含まれていないという認識を私はしていますので、そういう意味でいうと土光委員さんや

又野委員さんがおっしゃっているところというのは今後の全員協議会の在り方とか考え方

ということにもなってくるかもしれませんが、現時点での評価というところにそれがして

ないからＢであるというのは、ちょっと妥当ではないのではないかなというのが私の考え

です。以上。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 事務局にお聞きしたいのですが、この条文で先ほど今城さんが言われた全て

の会議を原則公開とする、全ての会議。この中に全員協議会は入っていないんですか。こ

の条文の解釈です。 

○稲田委員長 松下局長。 

○松下事務局長 原則公開するという表現ですけれども、これは本市の場合には傍聴も認

めておりますし、会議録も先ほど言いましたように請求があれば対応しているというとこ

ろですので、この公開はしていないとは言えないと思いますので、それはそういうふうに

捉えております。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 いや、聞いてるのは、全ての会議をと書いてます。全ての会議、この中に全

員協議会は含むのか含まないのか、どういう解釈かを聞いています。 

○稲田委員長 松下局長。 

○松下事務局長 これ全ての会議というふうになっておりますので、原則公開ですので入

っているんじゃないかなというふうに思っています。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 いや、入っているんじゃないかとか、これ入っているというふうに私は解釈

をできるとずっと思ってるし、そういうふうに聞いています。これは入っているんですよ

ね。そこははっきりしてください。 

○稲田委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 すみません、途中で失礼します。今、会議のお話が出たのでちょっとずれる
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んですけど、全員協議会についてはどういうふうに扱うかとかどういうふうに活用するか

っていうのがほかの条文のところでも御意見出てたりしますので、ちょっとこちらにつき

ましても今土光委員から全ての会議にそれが入るのかどうなのかというような確認もござ

いましたので別で、今回は条文の検証なんですけど、全員協議会についてはその会議の立

ち位置の確認といいますか、そういったところは別であったほうがきれいにこちらの評価

も進むんじゃないのかなと思いましたので、現時点でこれ全ての会議に入るのか入らない

のかというのがはっきりしない時点ではちょっと保留にしておいたほうがよいんじゃない

かなと思いました。 

○稲田委員長 ありがとうございます。 

 今、第５条２項をやっておりまして、多分論点はもう端的に言えば全員協議会の会議録

をホームページで公開することに対して、それをやっているやっていない。現状はやって

いないんですけども、ホームページで議事録公開はね。そのことに対してＢだという御意

見がなっていると思います。奥岩委員がおっしゃられたとおり、全員協議会そもそもがど

こまでこの条文に対して含まれているのかであったりとかは、この条文自体には何も、何

もと言ったら言い過ぎかもしれませんが限定的に細かく記載されてない状態でして、私も

個人的な意見はございますけれども、ちょっとここは事務局内では事務局の中で整理して、

それから各会派におかれてもこの条文自体は会議を原則公開ですから、議事録とは書いて

ありません。議事録も会議の一部だというふうに言われればそれまでかもしれませんが、

文言どおりを読めば、さあどこまでその議事録の公開が会議の公開と一致しているのかし

てないかという部分もありますので、これはＡ、Ｂをつけるつけない以前にちょっと持ち

帰りということにさせていただいて、奥岩委員からあった部分も含めてちょっと私も副委

員長と、あるいは正副議長の意見もいただきながらちょっと一回整理をして次臨みたいと

思いますが、それでいかがでしょうか。 

 岡田委員。 

○岡田委員 先ほど今城委員もおっしゃいましたけども、その全員協議会がこの中に入ら

ないということで評価をしてる人と入るということで評価してるということになると、基

本的に評価をしているものが違うわけですから、まず先ほどおっしゃった事務局長は全員

協議会も入るというようなことをおっしゃいましたけれども、この条文の中にこれ以上補

足がないわけですからどうとでも解釈が例えばできるし、会議といえば全て全員協議会も

入った上で判断すべきだという考え方の方もおられますし、いや、全員協議会は公式のも

のではないので入れないというのも当然考え方あろうと思うんですけれど、その全員協議

会も当然、先ほど奥岩委員のほうからも意見がありましたけれど、この中に入れるのか入

れないのかということもここで、今回の場合はその評価ですから、それを先にやったほう

がいいのか、要は全員協議会を入れた上で我々は判断をするのか、入れなくて判断をする

のかというところをまず決めていただかないと、これは違いますよね。要はなくて評価が

できる人と入れないと評価ができないという人だと当然評価のＡ、Ｂも違ってくると思い

ますので、そこをまず決めたほうがいいんじゃないかというふうに思うんですけどもいか

がですか。 

○稲田委員長 今、岡田委員から出ました全員協議会は含んで進めるのか含まないで進め

るのかということになりますが、ほかの委員の皆様からどちらがいいとか、まず率直なと
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ころを意見を伺えればと思います。 

 土光委員。 

○土光委員 この全員協議会が含むか含まないか。これは決めることではなくて、この条

文の解釈の問題。今までどういう考え方で運用されてきたか。それは議会事務局としてき

ちっとまず解釈を説明してほしい。それは今の場じゃなくてもいいけど、これ決めること

はないです。条文の解釈です。ということで、ちゃんと事務局のほうから改めて解釈を説

明して、それから進めればいいのではないかと思います。 

○稲田委員長 松下局長。 

○松下事務局長 この議会基本条例が制定されたときの経過等もちょっと調べてみたい

と思います。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 私としては、この前回の検証結果報告書によると、全員協議会についても公

開しているとか、全員協議会については申出による閲覧が可能となっているということで

評価をしておられるということは、当然全員協議会もこの中に入っているものだと思って

私は評価したんですけれども、当然それが前提だと考えています。以上です。 

○稲田委員長 ほか御意見ございますでしょうか。 

 安達委員。 

○安達委員 この評価に当たって、全員協議会と本会議、常任委員会も含めた委員会は全

協は位置づけが違うように僕は理解しとって評価に向かっていきましたので、全協はその

全ての会議をって言われますけども、そこには全協は入らないという会議の位置づけで評

価をしました。同じようなことを言ってますけれども、やはり全協は違うという認識です

ので、そこはしっかり区分けをしていただければと思うんですが。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 先ほども申し上げましたけれども、もし入らないのであればこの前回の検証

結果報告書の中に全員協議会についての記述は入らないものだと思います。当然全員協議

会も含まれるからこの評価内容のところに全員協議会の記述もあるわけであって、やはり

前回どういう評価をされていたのか、これまでどういう評価をされているのかというとこ

ろを考えて、やっぱりこの評価というのは下していただかなければならないと考えており

ます。以上です。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 繰り返しになりますが、それぞれがどう思ってるかではなくてこの議会基本

条例が決まったときの議論、それからこれがこれまでどういう解釈が運用されてきたか、

そういったことを基にちゃんと解釈を議会事務局から説明を改めてしてほしいと思います。 

○稲田委員長 現時点では、今いろいろな意見が出ております。ちょっとこの状況で意見

を進めても、皆さんのお手持ちの資料であったりお考えであったりというのは明確に皆さ

んの中ではできるとは思いますが、とはいえどこかでやっぱり見解を一致した状態でこれ

進めないと不毛な議論と申しますかいけないと思いますので、これはこの間のやり取りを

また文字に起こしたものをちょっと私もまた目で見させて確認させてもらいながら、論点

をどのような形で次進めるのがよりよいかというのをちょっと考えさせてください。そう

しないと、多分これ皆さんの中でそれぞれの論点があってそれぞれの見解が違ってる状態
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を少しでも解きほぐしながらベースは統一させていただきたいと思いますので、時間をち

ょっとください。お願いいたします。 

 今日はどこまで進めるのかは特段決めておりませんが、どうでしょう、この次の５条３

項はページの切れ目がいいですので、次で一応終わりたいと思いますので、もう少ししば

らくお願いいたします。 

 次、第５条第３項についてお願いいたします。 

 では、蒼生会から。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 特になし。 

 では次、信風お願いいたします。 

○安達委員 特にありません。 

○稲田委員長 共産党、又野委員お願いします。 

○又野委員 よなご・未来さんは大丈夫だったんですか。 

○稲田委員長 そうか、整理表、ごめんなさい。 

○土光委員 私のほうから言います。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 ５の３ですよね。Ｂと書いて特に記述はないのですが、整理表でこう書きま

した。これが理由です。専門調査、公聴会制度、参考人制度をもっと積極的に活用すべき。

もっと活用してもいいのではないか。逆に言うと、今、必ずしも十分活用されていないと

いうふうに思っているのでＢ評価にしました。 

○稲田委員長 では又野委員。 

○又野委員 私もＢ評価で、これも前に頂いたよなご・未来さんの整理表を見て確かにこ

の部分が実際にできてないなと思って、やはりいろんな意見を聞く場というのは必要だと

思いますんで、積極的に活用していく方向というか、私もどんなふうにしたら活用できる

のかというのはどんどん検討していく必要があると思って、Ｂ評価とさせていただきまし

た。 

○稲田委員長 そういたしますと、今出された意見に対して他の委員の皆様からございま

すでしょうか。 

 では、こちらも評価がＡ、Ｂに分かれておりますが、いかがいたしましょうか。 

 そういたしますと、ＡまたはＢで持ち帰っていただくような格好でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 そういたしますと一旦ここで評価の作業は終わりといたしまして、改めて

本日ここまで進めた部分の確認を一つずつしていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 では、ゆっくり読み上げます。前文につきましては検証対象外ということで、これ決定

ということでお願いいたします。 

 第１条につきましては、同じく検証対象外ということで確認をお願いいたします。 

 第２条につきましては、ＡまたはＢの評価いずれかということで持ち帰りということで

確認をお願いいたします。 

 第３条につきましては、ＡまたはＢで持ち帰りいただくということで確認をお願いいた
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します。 

 第４条第１項につきましては、Ａまたは検証対象外ということで持ち帰り、確認をお願

いいたします。 

 第４条第２項につきましては、Ａまたは検証対象外ということで持ち帰り、確認をお願

いいたします。 

 第５条第１項につきましては、ＡまたはＢということで持ち帰り、確認をお願いいたし

ます。 

 それから、第５条第２項につきましては、これはいろいろな意見が出ましたので、皆さ

んの意見を基にどのような進め方、具体的には全員協議会とこの条文との位置関係を明確

に各委員ができる準備をさせていただく時間を頂戴するということでお願いいたします。 

 それから、第５条第３項についてはＡまたはＢで持ち帰り、確認をお願いするというと

ころまで本日進めさせていただきました。 

 では、この確認内容についてはよろしいですね。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、一番最後になりますが、資料２について冒頭も説明させていただき

ましたが、改めてこちらで次回の予定はあくまでも案でございますが、候補といたしまし

ては８月２６日になります。ちょっと本日の内容で特に全員協議会の部分はなかなかその

準備に時間がかかるかもしれませんので、次回の検証の作業のときにどのような形で出せ

るかちょっと時間をいただくかもしれませんので、その点あらかじめ御容赦いただきたい

と思います。予定では、次回は８月２６日に今日持ち帰った部分のまた意見を出していた

だいて議論していきたいと思います。できるならば決定まで持っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 では以上で終わりたいと思いますか、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 土光委員。 

○土光委員 資料２のスケジュールに関連することで一つ提案があります。これ議会基本

条例の検証作業でそれぞれ評価をするというか、その中で今やろうとしているのは議会基

本条例の評価を議会運営委員会が、議会が、だから自分がやったことを自分で評価する、

そういった作業をやっていく。それはそれできちっとやればいいと思います。 

 ただ、この中で議会が自分たちの活動をこういうふうに評価しましたということを私は

市民に対して聞く機会、具体的に今思いつくのはパブコメなんですけど、そういった機会

を設けてはどうかなというふうに思っています。だからこのスケジュールの中でそういっ

たことも、パブコメだから最終的に議会の評価が確定した時点、こういうふうに私たちは

評価しました、市民の皆さん御意見をくださいということをやったほうがいいのではない

かというふうに思っています。そういう提案です。 

○稲田委員長 確認させてください。検証結果が出た後ということですか。 

○土光委員 はい。 

○稲田委員長 そういたしますと、時期としては来年の令和４年の、最終的には現在の予

定ですよ、３月議会で私なりから議会にこのような結果でしたというふうに申し上げるこ

とを想定はしておりますが、その後という、時期はそこですね、土光委員。 

○土光委員 このスケジュールでは２月１４日最終確認とありますが、これは具体的な手



－22－ 

続は何をすることなんですか。 

○稲田委員長 １１月２４日を見ていただけますか。そこまでが今日やってるような内容

を、あくまでも想定ですよ、しております。その後に報告書案の取りまとめを作って、あ

とは委員の中で案でできているんだけれども最終的にそれでいいかというのを確認するぐ

らいですので、実質的には１２月２１日の報告書取りまとめのときにはほぼ完成形に近い

のかなと。その後に文言の多少の修正が必要であるのであれば１月にその意見を出してい

ただいて、修正まとめが２月の１４日にはほぼが取れた完成、あくまでも案なんですけれ

ども、ぐらいを思ってます。ちょっとすみません、こうだと決めつけれる日程ではないの

で概要的な話ですが以上です。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 私が聞いてるのは手続的なことで、この最終確認というのは例えば報告案が

案として取りまとめができて、議会の中で何か決議とかそういった手続を踏むということ

ですか。それが聞きたいのです。 

○稲田委員長 ２月１４日の最終確認は、あくまでもこの議会運営委員会の中の確認。委

員の皆様で、この内容で議会に報告してよいかということになります。 

 土光委員。 

○土光委員 分かりました。だから議運の中で最終的に確認して、議会全体には報告とい

う形になるわけですね。分かりました。 

 もしそういう手順だったら、今言った私の提案のパブコメというのは１２月２１日でほ

ぼ案が取りまとめられるわけですよね。 

○稲田委員長 予定ですよ。 

○土光委員 だからこのスケジュールでいけば。だからこういうふうな案がほぼ取りまと

めましたというこの後でパブコメをして、いろんな意見を踏まえて最終的にこのスケジュ

ールだったら２月１４日で最終確認というふうにするというふうになるかなと思いました。

パブコメをするとしたらということです。スケジュール的にはね。日にちは当然パブコメ

すると期限とかいろいろあるからずれるかもしれんけど、手続的には最終案の取りまとめ

ができて、私たちはこういう評価をしました、市民の皆さんどうですかというパブコメも

らって、それを踏まえて最終的に確認というふうになるのではないかと思いました。 

○稲田委員長 今城委員。 

○今城委員 おっしゃっている意味は理解はできるんですが、そもそもとしてまずパブリ

ックコメントにかけるかどうかという意味で、何のためにかけるのかというところをまず

ここで意識統一をする必要もありますし、それに関しては会派でもするべきなのか、何の

ためにするのかというところもきちんと議論していかないといけないので、そういう御意

見は御意見として出たということで一度持ち帰らせていただいて、それについて会派の考

え方をきちんと決めたいと思います。 

○稲田委員長 今、持ち帰りという意見がございましたが、そこら辺皆さんはいかがでし

ょうか。 

 安達委員。 

○安達委員 そのパブコメをする議論は必要でしょうけど、そういう手続を我々が評価を

出すに当たって必要だっていうのがちょっと見当たらないんですけども、会派に持ち帰る
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こともちょっと難儀だなと今正直思います。パブコメを持って帰っていいですかって会派

で話し合うのがどうなんですかって、正直私今思っています。 

○稲田委員長 土光委員の出された、ちょっと的外れでしたらお許しください、パブコメ、

要は行政側が市民の意見を聞くことによって、よりその事業をよりブラッシュアップして

いこうというふうに使うものだと。条文にはもっと丁寧に書いてあると思いますが、議会

がそれを取り入れるかどうかというまず入り口のところもあろうかと思いますし、それか

ら土光委員が例えば米子市が行っている期間とかいろいろ細かい規定があると思うんです。

そこら辺どうするのかとか、目的がそもそも我々議員自体が市民の方の意見の代弁者であ

るわけですから、代弁者がさらにまた代弁行為をするのかみたいなのもあると思いますし、

その辺が私も正直なところこれ今初めて土光委員から聞かされましたから何の準備もあり

ませんし、いきなり入り口でそれはおかしいでしょというのもおかしい話ですし、安達委

員が言われることももっともだと思いますし、ですのでこれ土光委員、その会派で協議し

ていただいて、ただ協議結果によってはそもそものやるところの意図が明確でないという

結果で、なかなか議論できない会派がいるということも前提で持ち帰りということでよろ

しいでしょうか。 

 土光委員。 

○土光委員 もちろん今初めて言ったので、持ち帰りで検討していただきたいということ

を含めて言いました。今ここで決めようということでは全然ないです。 

 それから、もう一つはパブコメというのは基本的には議会基本条例というのは議会が、

議員がかな、市民の負託を受けてこうこうこんな活動をやりなさいという、そういう活動

ができているかというのを私たち自身、当事者が評価するわけで、やはり市民から見てそ

ういった議会基本条例にうたってることの評価が妥当かどうか、そういった意見を聞くと

いうのは私は意味があると思っています。だからそういったことをしてはどうか。する方

法としては今頭に浮かぶのはパブコメ的なものということで、パブコメというふうに言い

ました。だからそういったことが持ち帰っていただけるんだったら、そういったことをす

る意味があるか、すべきかどうかということと、もしするんだったらじゃ具体的にどうす

るか。行政はパブコメは１か月とか何かいろいろ決まってますけど、それに必ずしもとら

われる必要ないと思うので、私たち自身の評価に対して市民の意見を聞くということでど

ういうふうにすればいいか。するとなればやり方を議論すればいいのではないかと思いま

す。 

○稲田委員長 岡田委員。 

○岡田委員 私は当然会派のほうに持って帰りますけれども、我々議員が制定したこの条

例に基づいて議員がその評価をきちっとして、それを完成したものを市民の皆さんに見て

いただいて、例えば評価が甘いじゃないかとかこういうことがこうじゃないかという御意

見をいただくのはいいと思うんですけれど、あくまでもその完成形の前にパブリックコメ

ントをいただくというよりも、議員が自分たちのことをきちっと評価をして、それを皆さ

んに見ていただくというのがもともとの流れじゃないかなという感じはしてます。ですの

で、会派のほうに持って帰りはしますけれども、基本的には当然できたものは市民の皆さ

んに公開するわけですよね。そこでいろんな御意見を賜りたいというのが私の意見です。 

○稲田委員長 では改めて持ち帰りといたしますが、これも各委員の解釈の受け取りの、
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土光委員、やっぱり違いがあるかもしれませんので、そこはそこで御理解ください。です

からするしないもそうですし、そもそもの話がいっぱい出てくると思いますので、その辺

りは受け止めていただくようお願いいたします。いずれにしても端的にはするしないとい

うことをまた次の委員会で持ち帰りということですので、皆さんよろしくお願いいたしま

す。 

〔「はい」と声あり〕 

○土光委員 一言いいですか。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 今の岡田さんの御意見は、聞いててなるほどと思いました。そのやる時期の

ことで、確定してから市民の意見を聞くか、ある意味で途中の段階、確定する前で市民の

意見を受けて修正するかということで、確定してからこういうふうに私たちは評価しまし

たということで意見を聞くのもいいかなと思いました。だからそういうことも含めて持ち

帰っていただければと思います。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 そこでちょっと岡田委員が言われたので、これを公表するかどうかですけれ

ども、まだ公表するというのは決まってなくて、協議中だというふうに何かなってるんで

すけれども、これはまた違うんですかね。 

○稲田委員長 公表というのは、今やっているのは議会基本条例の検証を行っておりまし

て、検証結果というものが議会ですので議場ですので公開されますし、すぐではないです

けど議事録として当日私なりが読み上げたものも公開されますので、その内容が端的には

市民の方に知らしめられるということになります。 

 議会運営委員会に傍聴にお越しいただいた場合は、例えば最終確認案、案がついてます

けど、そういったものが書面で配られたものは紙で渡ると思いますぐらいですが。 

 又野委員。 

○又野委員 それはホームページでは公開されてないということでいいですか。 

○稲田委員長 前回は出しているということですので、今回も出すということになります。 

○又野委員 そしたらすみません、失礼しました、最後のページの１６条の１のところな

んですけれども、「検証し、その結果について市民に積極的に公表するものとする」で協議

中であると書いてあります。これはこの評価表のことではないんですか。 

○稲田委員長 １６条第１項の実績のところですね。 

○又野委員 はい。 

○稲田委員長 協議中がどういう意味かということですか。この例えば今もうこの時点で

やってるこの内容を指して、協議中というふうに思っておりますが。 

 又野委員。 

○又野委員 評価表自体はじゃもう前回から公表はされていると。 

○稲田委員長 失礼しました。理解できました。 

 今、委員の皆さんの手元にあるこのＡ４の資料１のことですね。 

○又野委員 はい。 

○稲田委員長 森井担当課長補佐。 

○森井議事調査担当事務局長補佐 前回もホームページで公開しております。以上です。 
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○稲田委員長 森井担当課長補佐。 

○森井議事調査担当事務局長補佐 この１６条の１項、２項の実績ですけど、これは今お

話をして協議しているということです。積極的に公表するということを協議しているとい

う意味ではないです。今、評価を協議中でということです。 

○稲田委員長 協議中の意味は多分いいですよね。今、今日この時間でやり取りしている

のはまさにこの協議中で、又野委員がもう一つ言われたのはこの我々が今手に持っている

資料１のＡ３横判が最新の資料ですけれども、これがホームページに公開されているかと

いうことですよね。 

○又野委員 そうですね。 

○稲田委員長 結論は出ていないという。 

○又野委員 出ていないんですね。 

○稲田委員長 ですね。出ているのは、平成３０年３月の報告書は出ている。 

 改めて言います。ホームページに出ている資料は、議会基本条例の検証結果報告の平成

３０年３月、前の期の一番最後のときに出したものはホームページに載ってます。今、我々

が今日審議しているＡ３横判の資料１の評価表はホームページには出ておりません。でい

いですね。 

 又野委員。 

○又野委員 手元の分は当然出てないと思うんですけれども、これじゃ今の話で言えば、

これ公表するというのを前提にそのパブコメをするしないとかっていう話になってくると

いうことで、するしないも併せてパブコメもするしないになってくるような気がしまして、

そこら辺はどのように整理したら。 

○稲田委員長 私が整理できる立場かどうか、パブコメを意図されたのは土光委員ですの

で推測で物を言って申し訳ございませんが、要はどの時点でパブコメするかはまだ決まっ

てませんで、ただ例えば３月議会終わった後であれば報告書というものが恐らく確実に作

成されて、それがホームページに載ったものを市民の方が見て意見することは恐らく可能

であるとは思います。今言えるのはそこまでです。要は議会に報告する前の段階のものを

載せるか載せないかというのはこの委員会の中でまた考えなきゃいけないし、その時点に

まずそのパブコメ、あるいはパブコメのようなものをするかどうかもまだ決まってません

ものですから、何にも私のほうから確定的なことが言えないということです。 

 又野委員。 

○又野委員 土光委員が最後に言われて、確定する前に公表するのか、確定してから公表

するのか。そちらでもいいというような言われ方をされたので、そうなると公表するのか

どうなのかというのも確定しないと……。 

（発言する者あり） 

○稲田委員長 少なくとも報告書は公開します。しますって言い切って大丈夫ですね。し

ます。 

 今城委員。 

○今城委員 確認をさせていただくという意味で、まずパブリックコメントをするかしな

いかという入り口のところっていうところで、会派で持ち帰りをさせていただきたいとい

うことが一つ。 
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 そして、最終的な３月議会で議運からの提案ということでこのように報告をつくりまし

た。皆さん、よろしいでしょうかという議会できちっと承認されるというか、議決するの

かな。ちょっと私も覚えてないんですけども、そのようにした議会できちっとしたものと

いうのは正式なものなので、そうやって議会に出したものっていうのは中間報告であった

としてもきちんと出したものであればそれは当然公開対象になっていくので、委員長の報

告の内容の文面とともに、関連資料というものとして今森井さんがおっしゃってくださっ

た我々も頂いているこのような書式のものが公開されるということはあると。 

 しかしながら、今そこに至るまでの途中の議論をしている段階のものが誰がどの会派が

何と言ったのかみたいなことが公開される必要もなければ公開する意味もないと思うので、

そこの部分については当然公開されていないし公開もしないということと、もう一つ、ど

の時点で例えばパブリックコメントをするのかということについても、するかしないかと

いう入り口のところを会派で議論をするので、どの時点なのかということはその以降の話

だと思ってるんですけど、その認識でよろしいですか。その認識で会派で話をしたいと思

うんですが。 

○稲田委員長 その認識です。 

 では、パブリックコメントをするかしないかいろんな意見ありますけど、会派で持ち帰

っていただいて次決めたいと思いますのでお願いします。よろしいですね。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 ほかもないですね。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 議長、副議長、ございますでしょうか。 

○岩﨑議長 ありません。 

○稲田委員長 以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

午前１１時４２分 閉会 

 

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。 

 

議会運営委員長  稲 田   清 


